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☆ 求職の動き 

・新規求職者数は１１８人で、前年同月比で一般が１．１％減、パートは 

２２．２％減で、全体では７．１％の減少となった。 

・月間有効求職者数は７３６人で、前年同月比で５．４％の減少となった。 
 

☆ 求人の動き 

・新規求人数は２９３人で、前年同月比で一般求人が７．９％減、パート求人は 

２７．７％減となり、全体として１３．８％の減少となった。 

・新規求人（一般・パート全て）を産業別にみると、前年同月と比較して、 

製造業などが大幅増加したものの、卸売・小売業、建設業、医療・福祉 

などで大幅減少となった。 

・月間有効求人数は７９０人で、前年同月比で２．９％の減少となった。 

 

☆ 有効求人倍率の動き 
・前年同月と比較して、有効求職者数、有効求人数ともに減少し、有効求人倍 
率は、前年同月と比較して０．０２ポイント高い１．０７倍となった。 
なお、パートを除く一般の有効求人倍率は１．０９倍、パートの有効求人倍率

は１．０４倍となっている。 
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平成27年12月内容

平成27年12月内容
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労働市場の動き（平成２７年１２月内容） 

（数値は新規学卒・日雇関係を除き、パートを含む） 

 

有効求人・求職者数及び求人倍率の推移 
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有効求人数 814 809 904 935 900 814 814 861 824 900 933 876 790
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事業主のみなさま、再度ご確認を！！ 

～ 雇 用 保 険 の 資 格 取 得 に つ い て ～ 
 

雇用保険の適用要件は、 

①『３１日以上の雇用見込みがあること』 

②『１週間の所定労働時間が２０時間以上であること』 

この要件に該当する労働者を雇い入れた場合は、雇い入れた日の属する月の翌月１０

日までに、雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。 

                                ・・・注１ 

また、①・②の要件を満たしている場合、パート・アルバイト・試用期間・見習等の

名称を問わず、雇い入れた日が雇用保険の資格取得日になります。 

                                 ・・・注２ 

 以上について再度ご確認いただき、適正な手続きをお願いします。 

 

 注１：この期限を過ぎてしまってからの手続きの場合、雇用契約書等の雇い入れが確

認できる書類の添付が必要となります。 

 注２：試用期間経過後の加入ではなく、あくまでも雇い入れた日からの加入です。 

 

詳しくは、ハローワーク白石（TEL０２２４－２５－３１０７）へお問い合わせください。 



事業主の皆様へ 

 

 

 

 
 

雇用の分野で 

障害者に対する差別が禁止され、 
合理的配慮の提供が義務となります 
「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正 平成 28 年４月１日から施行 

＜改正のポイント＞ 

Point１ 雇用の分野での障害者差別を禁止 
障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱 
いが禁止されます。 

Point２ 雇用の分野での合理的配慮の提供義務 
障害者に対する合理的配慮の提供が義務となります。 

Point３ 相談体制の整備、苦情処理 
紛争解決の援助 
障害者からの相談に対応する体制の整備が義務となります。 
障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となります。 

対象となる障害者は、 

・障害者手帳を持っている方に限定されません。 

・身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能 

に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または 

職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります。 

ご不明な点があれば、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせ下さい。 
また、詳細については、厚生労働省ホームページ「障害者雇用対策」に関係資料（障害者差別禁止指針、
合理的配慮指針、解釈通知、Ｑ＆Ａ、合理的配慮指針事例集など）を掲載しています。 

障害者雇用対策  検 索  

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 


